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平成 24 年 5 月 15 日 

各    位 

会  社  名  燦キャピタルマネージメント株式会社   

代 表 者 名  代表取締役社長 前田 健司       

（コード番号：大証ＪＡＳＤＡＱ2134） 

問 合 先  経営管理本部 本部長 佐々木 康裕 

（TEL．06－6205－5611）  

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/ 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を平成

24年6月28日に開催予定の当社第20期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 
 

記 

１．変更の理由 

（１）当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に備え、現行定款 

第2条につきまして、各項目の見直しおよび事業目的を変更・追加するものであります。 

（２）その他、用語修正および補足ならびに上記変更に伴う条数の移設を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

別紙のとおりであります。 

 

３．日程（予定） 

定款変更のための株主総会開催日 平成24年6月28日（木） （予定） 

定款変更の効力発生日 平成24年6月28日（木） （予定） 

 

 

以  上 
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別紙 

【定款変更の内容】 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

    

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

（目 的） 

第２条            （現行どおり） 

   

（１） 有価証券の保有、運用、管理および売買 （１） （現行どおり） 

   

（２） 投資助言・代理業 （２） （現行どおり） 

   

（３） 第二種金融商品取引業 （３） （現行どおり） 

   

（４） 投資販売業および商品投資コンサルタント （（11）へ移設のうえ見直し） 

   

（５） 
集金代行業および企業のコンピューターシス

テムによる計算事務代行 
（（10）へ移設のうえ見直し） 

   

（４） 貸金業 

 

（５） 債権の売買および債務の保証 

（６） 金銭の貸付け、各種債権の売買、債務の保

証、引受けおよび金融業務 

 

（７） 
不動産の賃貸借、売買、保守管理およびそ

の仲介 
（６） 宅地建物取引業および不動産賃貸業・管理業

   

 （新設） （７） 不動産開発業務 

   

（８） 総合リース業 （（16）へ移設のうえ見直し） 

   

（９） 
著作権・工業所有権等の無体財産権の企

画・開発・請負・賃貸借および販売 
（（15）へ移設のうえ見直し） 

   

（10） 
情報提供サービス、電気通信、広告および出

版業 
（削除） 

   

 （新設） （８） 経営指導のための企業管理および経営受託 

   

（11） 

スポーツ・宿泊・医療・カルチャーセンター・

学習塾等の各施設の経営、飲食店の経営お

よび旅行業 

（９） 各種施設の経営 

   

（12） スポーツ・コンサート・映画等の興行 （（14）へ移設のうえ見直し） 
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現 行 定 款 変 更 案 

   

（13） 

損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に

基づく保険代理業および生命保険の募集に

関する業務 

（（19）へ移設のうえ見直し） 

   

（14） 
リース事業およびファイナンス事業等に関す

るコンサルティング業務 
（（20）へ移設のうえ見直し） 

   

 （（５）から移設のうえ見直し） （10） 集金代行業務および計算事務代行業務 

   

 （（４）から移設のうえ見直し） （11） 投資コンサルティング業務 

   

 （新設） （12） ファイナンシャルプランニング業務 

   

 （新設） （13） マーケティング業務 

   

 （（12）から移設のうえ見直し） （14） イベントの企画、宣伝および制作 

   

 （（９）から移設のうえ見直し） （15） 知的財産権の管理、実施および売買 

   

 （（８）から移設のうえ見直し） （16） 物品賃貸業 

   

 （新設） （17） 物品およびブランドの販売業務 

   

 （新設） （18） 物品およびブランドの輸出入業務 

   

 （（13）から移設のうえ見直し） （19） 各種損害保険媒介代理業 

   

 （（14）から移設のうえ見直し） （20） 金融事業等に関するコンサルティング業務 

   

（15） 前各号に関連する一切の事業 （21） 前各号に付帯する一切の業務 

   

 


